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はじめに

　2005年12月23日に発生した追突事故による物損（車両＝スバル・インプレッサスポーツワゴンC’z／GF1E54G）の賠償交渉をめぐり、2006年1月11日付書簡において貴社担当者（●●●●）より賠償案なるものが提示されたが、その内容にはまったく納得することができない。提示額の低さもさることながら、その直接的原因ともなっている、交渉姿勢の不誠実さはじつに目に余るものがある。

　交渉の開始以来、私は、「全損」（経済的全損）扱いの事故車両の賠償の対象たりうる諸項目について情報を開示し、それらに基づいて交渉が公正に行われることを再三求めてきたが、現在に至るも誠意ある対応は見られず、それどころか、いまだ交渉途上であるにもかかわらず、担当者は上記書簡において「最終的に弊社が……提示出来ます金額」と一方的に「最終通告」をしてくる始末で【資料１】、信頼関係を築くのが極めて困難である
。

　以下で私は、まず、担当者、ひいては貴社の交渉姿勢を批判しつつ、本件において賠償の対象たりうる項目を列挙し、それらのあるべき扱いについて述べる。次いで、それぞれの項目について私の具体的賠償要求（額）を、根拠を示しつつ提示する。

　本論を書き進めるにあたって、私は多くの「判例」に依拠する。上記書簡において、担当者もまた「判例」（の正当性）にいみじくも言及しているが【資料１】、そうであるならば、私の引く「判例」についてもぜひ同様に尊重されたい。

Ⅰ．賠償の対象項目とその扱い

１．「車両時価」

（１）車両時価の根拠

　最高裁昭和49年4月15日判決によれば、車両時価は「原則として車種、年式、型、同程度の使用状態、走行距離等がそれと同一の自動車の中古車市場における価格によって定めるべき」としている
。これについては、担当者も上記書簡のなかで「原則時価額（同程度の中古車価格）」と述べており【資料１】、大筋において争うべきことはない。

（２）車両時価の算出

　車両時価の算出については、最高裁判決もその方法まで示しているわけではない。したがって、唯一絶対の基準はそもそも存在しないと言える。保険会社は「レッドブック」・「イエローブック」なるものをあたかも「金科玉条」のごとく提示するが、一般人がおよそ目にすることのないこれらの資料の正当性をそのまま認めることはできない
。これらはあくまでも「最低」の目安、すなわち「下取価格」のごときものであり、その意味で、以下の園高明の指摘はきわめて妥当である。

個人が自動車を売る場合の価格というのは、レッドブック等にいう下取価格であってこれに標準的な整備を施し、売るまでの金利や業者の利益を加えたものが中古車の平均販売価格である。具体的に考えてみると、下取価格100万円、中古車市場の販売価格150万円の自動車が物理的に全損になった場合、150万円の賠償をしてもらえるのである。前記最高裁判決［本論既出判決のこと──後藤補足］は、現実にその物が有する譲渡した場合の下取価格（100万円）以上の原状回復を考えていることが明らかである
。

　「レッドブック」・「イエローブック」による時価算出を私が拒否したところ、担当者は「中古車雑誌等で確認し認定」する姿勢に転じ【資料１】、「中古車雑誌資料」【資料２】（ただし出典不明。これを根拠にするならば、出典の明らかなコピーの送付を要求する）を提示してきた。このことは、貴社おいても一般の中古車市場を時価の根拠にしようとした点で、一定評価に値する。

（３）中古車市場情報の扱いをめぐって

　ただし、担当者の中古車市場情報を扱う姿勢は、決定的に誤っている、もしくは作為があると言わざるをえない。

　中古車市場情報は、いまでは紙媒体に頼らずとも、インターネット上で迅速かつ的確に検索できる。そのような状況下で、担当者が、たとえば「カーセンサー」・「カービュー」・「カーポイント」・「車選びドットコム」・「ガリバー」・「グーネット」等の中古車検索サイトを知らないとはおよそ信じがたい。

　それにもかかわらず、出典不明の上記「中古車雑誌資料」１件の情報しか提供してこないとすれば、これは情報の意図的な隠蔽以外の何者でもない。どうしてこの情報だけが、車両時価の根拠たりえると言うのだろう。それを合理的・論理的に裏付ける根拠は一切存在しない。車両時価は、一般の中古車市場から複数の情報を収集し、それらをもとに交渉するなかで算出されるべきである。それ以外の方法はありえない。たとえば、東京高裁昭和59年5月31日判決も、車両時価を「事故車と同車種の中古車市場における平均販売価格と同額とみるのが相当」と判断している
。

（４）貴社担当者提供「中古車雑誌資料」の非妥当性

　そもそも、上記「中古車雑誌資料」で示されている車両は、事故車両に見合うものではない。先の最高裁判決にある通り、車両時価の評価基準には「車種」・「年式」・「型」・「同程度の使用状態」・「走行距離」等がある。この基準に照らすと、同資料の車両は以下の点において事故車両に相当するとは言えない。事故車両の価値を不当に低く見積もろうとしていると疑わざるをえない
。

ａ）「同程度の使用状態」──当該車両には「修復」が施されており、事故歴を窺わせる。重大かつ深刻な違いである。

ｂ）「走行距離」──当該車両の走行距離は「5.8万キロ」である。事故車両の走行距離は「20,976キロ」であり（貴社派遣のアジャスターが確認しているはずである）、到底同程度とは言えない。この走行距離の少なさは、市場における相対的に高い価値を保証するものである。

２．「車両時価」以外の賠償項目

　事故車両の補償は「車両時価」にとどまらない。しかるに、「車両時価」以外の賠償項目として担当者が提示したのは、わずかに「車体消費税」・「登録諸費用」・「（自動車）取得税」・「代車費用」のみで【資料１】、ここに情報を隠蔽しようとする姿勢は極まる。以下は、貴社としては当然承知のことで「釈迦に説法」であろうが、「仏の情け」にすがれないのであれば、遺憾ながらこちらから提示するほかはなく、被害者として当然請求しうる項目を列挙する。

（１）「車体消費税」

　車両を購入すれば当然発生するものであり、貴社の賠償の申し出はいわば当然である。なお、追って述べる通り、「消費税」が発生するのは、なにも車両時価に対してのみではない。

（２）車両購入諸費用

　「全損」の場合は、相当な代替車を購入し、実際に「乗れる」ようになるまでが補償されるべきであり、この「原状回復」にかかわる諸費用について、東京地裁平成6年10月7日判決および東京地裁平成8年6月19日判決は、明確にこれを認めている
。したがって、これらに対しては実費が補償されるべきである。

　車両購入諸費用として、担当者は「登録諸費用」【資料１】（その詳細も示さず、一方的に20,000円と認定。この内訳を明らかにする資料のコピーを要求する）および「（自動車）取得税」に言及するのみであるが、実際には以下の多岐に渡る項目から構成される
。

ａ）「自動車取得税」

　担当者も提示し、その補償額を0円と認定しているが【資料１】、私も東京都「取得税案内センター」に問い合わせ、この事実を確認した。

ｂ）「自動車重量税」

　車両を購入すれば当然付随するものである。

ｃ）「自賠責保険料」

　東京地裁平成元年10月26日判決は、代替車両購入時の「自賠責保険料」を損害と認定している
。

ｄ）法定費用

　車両購入時の法定費用には①「検査登録手続法定費用」・②「車庫証明手続法定費用」・③「標板代」・④「リサイクル法関連費用」等がある。

ｅ）手続代行費用

　上記法定費用に関わるものとして、①「検査登録手続代行費用」・②「車庫証明手続代行費用」がある。これらは自動車販売店が代行するのが一般的であり、補償の一部として支払われるべきであることは、これも東京地裁平成6年10月7日判決および東京地裁平成8年6月19日判決において明らかである
。なお、これらには消費税が伴う。

ｆ）その他

　①「納車費用」・②「納車整備費用」がある。これらについても、東京地裁平成8年6月19日判決が補償を認めている
。これらにも消費税が伴う。
（３）「廃車費用」

　貴社が、事故車両を「修理」ではなく「全損」として処理しようとするのであれば、事故車両の「廃車費用」が当然のごとく発生する。これを被害者である私が負担する合理的理由は、一切存在しない。「廃車費用」については、東京地裁平成8年6月19日判決が「買い替えによって生じた、必要、かつ、相当な損害」と認定している
。

（４）備品関連費用

　事故車両には備品として、後付けでカーナビゲーションシステム（アゼストNAX-9500Fほか。2000年5月14日購入。207,900円［消費税込］。以下、単に「カーナビ」と呼ぶ）が装備されており【資料４】、事故車両の付加価値を形成している。事故車両の「全損」扱いに伴い、このままではその価値の継続、すなわち「原状回復」ができない。カーナビ自体は破損していないため、「カーナビ脱着費用」のみが請求対象となる。

（５）「代車費用」

　「代車費用」（による補填）については、担当者からすでに14日分にあたる42,000円の提示を受けている【資料１】。「代車費用」が、貴社において支出に対する許容度が相対的に高い項目であるならば、この受け取りを拒否する理由はない。ただ、私は実際に４日間（12月26-29日）の代車支給を受けており、仮に一日あたりの補償費用が3,000円であるならば、この分を差し引いた30,000円が妥当であろう。

　ここでむしろ問題なのは、担当者は「当社規定により」として、一日あたりの補償費用が3,000円、および補償期間は14日分が妥当であると述べているが【資料１】、私にはその「規定」の存在を確認できないことである（これについては、「代車費用」支給に関する貴社の印字された「規定」のコピーの送付を要求する）。

Ⅱ．私の具体的賠償要求（額）

　Ⅰ．で展開した主張に基づいて各項目を算出した場合、私の具体的賠償要求の総額は★「747,390円」（☆の合計）となる。これを私からの交渉基準として提示する。各項目の具体的数値およびその根拠は以下の通りである。

１．「車両時価」（消費税込）──☆500,000円

　中古車検索サイトより検索した以下の３車両を根拠として提示し【資料５】、これらの平均である上記額を私からの要求とする（簡素化のため、消費税込みとする）。

①550,000円：AT車／走行距離5.2万キロ（「カービュー」、2006年1月7日検索）

②490,000円： AT車／走行距離6.2万キロ（「車選びドットコム」、2006年1月21日検索）
③470,000円： AT車／走行距離7.0万キロ（「ガリバー」、2006年1月21日検索）

　事故車両はMT車であるが、上記３車両はいずれもAT車である。事故車両の同車種におけるMT車は市場において希少であり、AT車を例に挙げざるをえない。しかしながら、すでに示したように、このことは貴社の担当者も、貴社側の利害に沿ってじつはおこなっていることである（注６参照）。

　MT車は一般に、同車種のAT車に比べて販売価格が相対的に安価であるが、MT車であることだけを理由に、その価値を不当に貶めることはできない。事故車両についていえば、すでに触れたように、走行距離についてはわずかに「20,976キロ」であり、上記３車両をはるかに上回る優れた市場価値を有していると言える。

　現に担当者は、「時価算定書」においては【資料６】、事故車両の価値を、MT車であることを理由に「5万円のマイナス価値」（不当に貶めているとの印象は拭えないが）を減じつつも、走行距離の少なさに対しては「5万円のプラス価値」を与え、両者をいわば「相殺」している。私の要求についてもこの「相殺」は厳におこなわれるべきであり、よって上記金額は、AT車を参照にしたとはいえ、事故車両（MT車だが走行距離において優良）に正しく相当するものであると主張する。

２．車両時価以外の賠償項目

（１）「車体消費税」

　１．の「車両時価」に合わせて計上済みである。

（２）車両購入諸費用──☆137,390円

　これらの費用については、事故車両のメーカーで自社中古車販売を扱う「東京スバル・G-PARK立川店」（Tel:042-522-0235）に、事故車両相当の購入を前提に、標準的な見積もりを依頼した【資料７】
。

（内訳）

ａ）「自動車取得税」──0円

ｂ）「自動車重量税」──37,800円

ｃ）「自賠責保険料」──30,780円

ｄ）法定費用

　①「検査登録手続法定費用」──1,800円

　②「車庫証明手続法定費用」──2,600円

　③「標板代」──1,440円

　④「リサイクル法関連費用」──10,890円

ｅ）手続代行費用

　①「検査登録手続代行費用」──21,000円（消費税込）

　②「車庫証明手続代行費用」──13,230円（消費税込）

ｆ）その他　

　①「納車費用」──7,350円（消費税込）

　②「納車整備費用」──10,500円（消費税込）

（３）「廃車費用」──☆13,000円

　事故車両を保管中の「東京スバル・葛西店」（Tel: 03-3680-4561）に依頼した見積もりに基づいている【資料８】。

（４）備品関連費用

「カーナビ脱着費用」──☆55,000円

　同上店に依頼した見積もりに基づいている【資料８】。

（５）「代車費用」──☆42,000円

　これは担当者の提示額であるが、先に述べたように、この額の根拠となる貴社の印字された「規定」を、私もまた確認できてはじめて確定するだろう。
おわりに

　以上が、本件において賠償の対象たりうる諸項目であり、それぞれの項目についての私の具体的賠償要求（額）である。これらについて、公正かつ真摯な対応・回答をするよう求める。私の要求に問題があるのであれば、それぞれの項目について具体的に反論を展開すべきである。

　なお、納得のいく対応・回答が見られない場合には、「日弁連交通事故相談センター」もしくは「交通事故紛争処理センター」の調停を仰ぎ、最終的には訴訟も辞さない覚悟であることを申し添えておく。

　事故車両相当の車両を購入することは、私が負担すべき謂われは微塵もないにせよ、現状で経済的にさほど困難なことではない。私にとってより重要かつ切実なのは、私の権利である事故車両の「原状回復」に、貴社が誠実かつ公正な態度で対処するつもりがあるかどうか──その一点に尽きる。したがって、もしそのような態度が今後も見られないようであれば、ある一線を越えたとき、私は経済的・時間的損失を抜きにして行動する用意がある。幸いにして、可処分時間の相対的に多い私の職業は、そのことを可能してくれる。

　また私は、私の職業の性質上、納得のできないことは徹底的に追求することを、いわば信条としている。知識なき者を知識がないのをいいことにいわば「喰いもの」にする──これがもし貴社業務の常ならば、誠に許しがたき倫理・公正さの欠如であると言わざるをえない。損害保険分野は私にとってまったく不案内の領域ではあるが、なにかに疑義を感じたときにとるべき態度にはいささかも揺るぎはない。私は、私の持てるすべての能力・立場・資源・メディアを動員し、私一個人のみならず、今後、交通事故被害者であるにもかかわらず、理不尽な保険交渉に晒されるであろう人々に益するような、なんらかの成果を挙げるつもりである。

　貴社が誠実かつ公正な対処へ転換することを一縷の望みとしつつ、筆を置く。

［追記］

　本論のなかで送付を要求した資料は、以下の３点である。確認まで。

１．「中古車雑誌資料」【資料２】の出典（必要であれば）。

２．「登録諸費用」【資料１】の内訳を明らかにする資料のコピー。

３．「代車費用」支給に関する貴社の印字された「規定」のコピー。
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� これはひとえに担当者の責任である。「最終通告」を撤回しないかぎり、現担当者とは交渉を継続することができないと考えていた。しかし、2006年1月23日の電話でのやり取りにおいて、担当者はこれを撤回した。よって、現担当者ととりあえず引き続き交渉することにする。


� 『交通事故民事裁判例集』7巻2号（1974年）、275頁。


� ちなみに、担当者は当初、「レッドブック」を根拠に約27万円を事故車両の時価として電話で通知してきたが、のちにこれを「イエローブック」によると訂正し、「イエローブック」のコピーを送付してきた【資料３】。しかし、私自身が独自に調べたところ、「レッドブック」による評価は約31万円、すなわち、「イエローブック」より高かった。「レッドブック」と「イエローブック」においてさえ、より評価の低いほうを提示してくる──これを貴社の「御都合主義」と言わずしてなんと言おう。


�園高明「物損事故の原状回復」東京三弁護士会交通事故処理委員会編『交通事故訴訟の理論と展望』（ぎょうせい、1993年）、381頁。


� 『交通事故民事裁判例集』17巻3号（1984年）、603頁。


�「同車種」という基準で言えば、事故車両は2WD／MT車、当該車両は4WD／AT車なので、事故車両は当該車両とは異なる（より劣る）と言わざるをえない。担当者としては、当該車両が「安価」であるがゆえに、厳密には「同車種」でないにもかかわらず、事故車両相当と提示してきたのであろう。しかし、そうであるならば、私のほうでも、厳密には「同車種」ではない任意の車両を、妥当な根拠を持って提示するならば、それを論理的に妨げる根拠を貴社は持たないだろう。


� 『交通事故民事裁判例集』27巻5号（1994年）、1388, 1395-96頁。同29巻3号（1996年）、903,906頁。


� 「自動車税」が請求の対象たりえないことは、あらかじめ承知している。


� 『交通事故民事裁判例集』22巻5号（1989年）、1192,1198-99頁。


�『交通事故民事裁判例集』27巻5号（1994年）、1396頁。同29巻3号（1996年）、906頁。


� 『交通事故民事裁判例集』29巻3号（1996年）、906頁。


�『交通事故民事裁判例集』29巻3号（1996年）、906頁。なお、「廃車」以外の選択肢として、自動車販売店による「下取り」・貴社による「引き上げ」等があるが、これらを選択した場合、「自動車重量税」・「リサイクル法関連費用」および、以下に述べる備品関連費用の扱いに変化が生じるため、「廃車」を原則として交渉する。


�これらはいまだ発生していない費用だが、それはなんら交渉の妨げとならないだろう。「中古車の損壊の場合における損害は、事故前の車の価格、すなわち事故前の車と同一の型、状態の車を中古車市場において取得しうるに要する全額相当（再調達価格）と考えるべきであり、被害者としては、その後新車あるいは中古車を購入するか、あるいは車の購入を辞めるかは、被害者の自由であって、事故と関係のない事柄であるというべきである」（『判例時報』1187号、1986年、119頁）。無論、実際に代替車を購入した場合には、その実費をもとに交渉するにやぶさかではない。
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